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区別 禁制品 

麻薬等 
■ 国際麻薬統制委員会が定める麻薬及び向精神薬並びに名あて国において禁止されているそ
の他の不正な薬物（麻薬及び向精神薬については、医療上又は学術上の目的で送付されること
を認める国にあて小包郵便物で差し出す場合を除く。） 

わいせつな物品 ■ わいせつな又は不道徳な物品 

偽造又は海賊版の 

物品 
■ 偽造又は海賊版の物品 

名あて国の禁止品 ■ 名あて国において輸入又は流布が禁止されているその他の物品 

取扱上危害を及ぼす
おそれのあるもの 

■ その性質上又はその包装のために、取扱者若しくは一般公衆に危害を及ぼし、又は他の郵便
物、郵便設備若しくは第三者の所有する財産を汚染し、若しくは損傷するおそれのある物品 

信書類 
■ 私的性質を有する書類であって、その差出人及び受取人（これらの者の同居人を含む。）以外
の者の間で交換されるもの(記録文書を除く。) 

危険性のある物質 

■ 爆発性又は発火性の物質、放射性物質及び危険物 

●爆発性又は発火性の物質その他危険物及び放射性物質は、いずれの種類の郵便物にも入れ
てはならない。 

●次の物質は、その内容量、包装条件等について一定の条件を満たす場合に、例外的に引き受
ける。ただし、名あて国がその取扱いを行っている場合に限る。 

－放射性物質(あらかじめ税関検査を受けたものを、書留とする航空書状として差し出す場合に
限る。) 

－郵便事業株式会社の承認を受けた研究機関により差し出される伝染性物質(あらかじめ税関
検査を受けたものを、書留とする航空書状として差し出す場合に限る。) 

－機器に取り付けられたリチウム電池(国際郵便約款別記 14の 2の差出条件を満たすものを、
船便として差し出す場合に限る。) 

●不活性の爆発装置及び不活性の軍用の弾薬(不活性の擲弾、砲弾等を含む。）並びにこれらの
模造品 

生きた動物 

■ 生きた動物は、いずれの種類の郵便物にも入れてはならない。 

■ 次の動物は、例外的に、通常郵便物（保険付郵便物を除きます。）又は国際スピード郵便物（２
万円を超える損害要償額の申出のあるものを除きます。）として送付することができる。（注１、注
２） 

●みつばち、水ひる及び蚕 
●害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間
で交換するもの 

●生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交
換されるもの 

貴重品等 

■ 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白
金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品は、次の郵便物に入れてはならない。 

●保険付通常郵便物以外の通常郵便物。ただし、差出国及び名あて国の法令上認められる場合
には、これらの物品を封筒に納め封かんの上、書留郵便物として発送することができる。 

●保険付小包以外の小包 

通信文等 

（印刷物、点字郵便物
及び小形包装物） 

■ 印刷物及び点字郵便物については、次のことを行ってはならない。 

●通信文の要素の記載をすること及びこのような要素を有する書類を包有すること。 
●消印した若しくは消印していない郵便切手若しくは料金納付用証票又は有価証券を包有するこ
と。ただし、郵便物が、その返信のため、郵便物の差出人又は差出国若しくは名あて国におけ
るその代理人の住所が印刷され、かつ、郵便料金が前納されている郵便葉書、封筒又は帯紙
を同封する場合を除く。 

■ 小形包装物については、次のことを行ってはならない。 

●特定の人にあてた通信文を筆書した書類を包有すること。ただし、その物に添付する無封の添
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え状又は送状は入れることができる。 

ＩＡＴＡ航空危険物 

■ 国際連合が定めた「危険物の輸送に関する勧告」が対象とする物品（現行の施行規則において
定める一定の危険物、放射性物質及び伝染性物質を除く。）並びに国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）
の「技術に関する説明書」及び国際航空運送協会（ＩＡＴＡ）の「危険物に関する規則」が対象とす
る物品は、いずれの郵便物への封入を禁止する。 

（注１） 通常郵便物にあっては、オーストリアあてのものを除きます。 

（注２） 国際スピード郵便物にあっては、ドイツ、アメリカ合衆国（その領土を含みます。）、カナダ（みつばちを包有するもの

を除きます。）、台湾、大韓民国、英国、ハンガリー、インド（みつばちを包有するものを除きます。）、イタリア、シンガ

ポール及びスウェーデンあてのものであって、それぞれの国の送達条件を満たすものに限ります。 
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区別  禁制品  

■発火剤類 

・発火剤、せん光剤、発えん剤、発煙剤及びテルミット 

 

■火薬類 

・硝酸塩及びこれを主とする有煙火薬（猟用若しくは鉱山用黒色火薬、アンモン火薬の類） 

・ニトロセルローズ及びこれを主とする無煙火薬（猟用無煙火薬の類） 

・ニトロセルローズとニトログリセリンとの結合物を主とする無煙火薬 

 

■爆薬類  

・雷酸塩（雷こうの類）及び窒水素酸塩（窒化鉛の類）並びにこれらを主とする起爆薬 

・硝酸塩、塩素酸塩及び過塩素酸塩並びにこれらを主とする爆薬（硝安爆薬、塩素酸カリ爆薬、カーリッ
トの類） 

・硝酸エステル（綿薬、硝酸でんぷん、四硝酸ペンタエリスリットの類）及びこれを主とする混和物 

・ニトログリセリン及びニトログリコール並びにこれらを主とする爆薬（各種のダイナマイトの類） 

・ニトロ化合物（トリニトロベンゾール、テトリール、トリニトロトルオール、ピクリン酸、トリニトロアニソー
ル、ヘキサニトロヂフェニルアミン、トリメチレントリニトロアミン、トリニトロクロルベンゾールの類）及びこ
れらを主とする混和物 

 

■火工品類  

実包、空包、薬包、薬筒、雷管、弾薬筒、信管、火管、爆管、門管、導火線、導爆線、煙火、玩具煙火及
びその他の火薬若しくは爆薬を使用した火工品 

 

爆発性の物  

■そ の 他  

メタアクリル酸メチルエステル、亜塩素酸塩（ネオシロックスの類）及びこれを主とする製品 

 

発火性の物 

■発火合金類、還元鉄、還元ニッケル、過マンガン酸カリ、黄リン、赤リン、硫化リン、マッチ、金属カリウ
ム、金属ナトリウム、マグネシウム粉、アルミニウム粉、真ちゅう粉、亜鉛粉、銅粉、生石灰、過酸化物
（過酸化鉛、過酸化ソーダ、過酸化バリウム、過酸化カリの類）、カーバイト、リン化石灰及びハイドロサ
ルファイト 
 

引火性の物 

■引火点摂氏 30 度以下の物 

■上記以外の物で次に掲げる物  

・石油類（石油エーテル、ガソリン、石油ベンジン、天然ガス分離油、頁岩油、石炭液化油、タール類分り
ゅう油の類で引火点摂氏３０度以下のもの）を主とする塗料、接合剤、その他の製品（ラッカー、ラバー
セメント、アスファルトプライマーの類） 

・アルコール類（メタノール、ブタノール及び変性アルコールを含む。）及びこれを６０％以上含有する製品
（香粧品、酒類等） 

・コロジオン、ソルベントナフタ（コールタールナフタ）、テレビン油、しょう脳、松根油及びクレオソート油 

 

可燃性ガス 
■ブタン、プロパン、アセチレン、塩化ビニールモノマその他の可燃性ガス 

 

強酸化性の物 
■過酸化水素水(容量 20％以上の物) 
 

有毒若しくは
悪臭のガス又

■毒ガス類(イペリット、ルイサイト、アダムサイトの類)、硫酸ジメチル(ジメチル硫酸)、無水塩化アルミニウ
ム、クロルベンゾール、クロルベンジル、クロルアセチル、クロルピクリン、ブロム、ブロムベンジル、五塩

ⅡⅡ  郵郵便便法法にに基基づづくく郵郵便便禁禁制制品品  
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区別  禁制品  

は蒸気を発す
る物 

化リン、塩化硫黄、塩化第二すず、塩化スルフリル、アクロレイン、四塩化チタン及び四塩化けい素 

有毒性の物 

・オクタメチルピロホスホルアミド及びこれを含有する製剤（シュラーダンＯＭＰＡ、ペストックス三の類） 

・四アルキル鉛（四エチル鉛、四メチル鉛の類）及びこれを含有する製剤 

・ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤（パラチオン、ホリドールの類） 

・ジメチルエチルメルカプトエチルホスフェイト及びこれを含有する製剤（メチルジメトン、メタシストックス
の類） 

・ジメチル－（ジエチルアミド－１－クロルクロトニル）－ホスフェイト及びこれを含有する製剤（ホスファミド
ンの類） 

・ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤（メチルパラチオンの類） 

・テトラエチルピロホスフェイト及びこれを含有する製剤（テップ、ニッカリンＰの類） 

・モノフルオール酢酸、モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤（モノフルオール酢酸ナトリウ
ム、フラノトールの類） 

・モノフルオール酢酸アミド及びこれを含有する製剤（フッソールの類） 

・燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤（ホストキシンの類） 

 

強酸類 
■発煙硫酸、無水硫酸、硫酸、発煙硝酸、硝酸、無水リン酸(五酸化リン)、クロルスルホン酸、ふっ化水素
酸、塩酸及びぎ酸 
 

放射性物質 

■危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和 32年運輸省令第30号。以下「規則」という。) 第 2条第 1号トに規
定する放射性物質等。ただし、次に掲げるすべての条件を満たして差し出すもの（爆発性を有するものを
除く。）を除く。 

・昭和 52 年運輸省告示第 585 号(船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示)第 4 条
に規定するものであり、かつ、同条第1号及び第2号に規定するものについては、放射能の量が、当該
各号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各表の下欄（同条第 2号の表にあっては、中欄及
び下欄) に掲げる量の 10 分の 1 を超えないものであること。 

・規則第 8条第 4項、第 73条及び第 83条第 1項の規定に適合するように容器に収納し、又は包装した
ものであること。 

・郵便物の表面に「放射性」又は「RADIOACTIVE」の文字、国連番号並びに差出人の氏名又は名称及び
住所又は居所を規則第 8条第 1項、第 9条及び第 93 条の規定に適合するように表示したものである
こと。 

・規則第 17 条に規定する危険物明細書を添えて差し出すものであること。 

 

毒薬・劇薬等 
■毒薬、劇薬、毒物及び劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出す物
を除く。) 
 

病原体等 
■生きた病原体及び病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検
査所、医師又は獣医師が差し出す物を除く。) 
 

移動・頒布を禁
止された物 

■法令に基づき移動又は頒布を禁止された物 
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１ 爆発性の物 

（１） 爆発性の物質。ただし、その顕著な危険性が別の分類に属するものを除く。  

（２） 爆発性の物品。ただし、運送中における不慮又は偶発的な発火又は起爆により、その外部への噴射、火気、熱、煙
又は大きな音が発現しない程度の限定された量又は性質の爆発性物質を含む装置を除く。 

（３） （１）及び（２）に掲げる以外の物品及び物質で、実際の爆発効果若しくは燃焼効果又はその両方の効果を生じさせる
目的で製造されたもの。 

（４） 区分 

ア 大規模な爆発の危険性を有する物品及び物質 

イ 噴射の危険性を有するが大規模な爆発の危険性は有しない物品及び物質 

ウ 燃焼の危険性及び弱い爆風若しくは弱い噴射の危険性又はその両方を有するが、
大規模な爆発の危険性は有しない物品及び物質。この区分は、次の物品及び物質から成る。 

(ア) 大量の放射熱を生じさせるもの 

(イ) 弱い爆風若しくは弱い噴射又はその両方を生じつつ、逐次燃焼するもの 

エ 運送中において発火又は起爆した場合に、重大な危険性を有しない(小さな危険性のみを有する)物品及び物質。そ
の影響は、主として包装に限られ、かなりの大きさ又は範囲の破片の噴射が予想されないもの。外部の燃焼が、包装
の内容物全部の瞬時の爆発を実際に引き起こさないもの。  

オ 大規模な爆発の危険性を有するが、極めて反応しにくい物質で、非常に反応しにくいため通常の運送条件下では起
爆の可能性又は燃焼から爆発への変化の可能性がほとんどないもの。最低限の要件として、火災試験において爆発
しないもの。 

カ 大規模な爆発の危険性を有しない、極度に反応しにくい物品。この区分は、極度に反応しにくい爆発性の物質のみ
を含み、偶発的な起爆や伝播の可能性が無視できる物品から成る。 

キ カの物品の危険性は、単一の物品の爆発に限られる。 

（５） 【例】 ニトログリセリン、雷管、点火器、ヒューズ、発煙筒、照明弾、弾薬、花火、導火線 

 

２ ガス類 

（１）摂氏 50 度(華氏 122 度)で 300 キロパスカル(3.0 バール、1 平方インチ当たり 43.5 ポンド)を超える蒸気圧を有するもの

（２）摂氏 20 度(華氏 68 度)、標準気圧 101.3 キロパスカル(1.01 バール、1 平方インチ当たり 14.7 ポンド)で完全にガス状に
なるもの  

（３）区分 

ア 引火性ガス摂氏 20 度(華氏 68 度)、標準気圧 101.3 キロパスカル(1.01 バール、1 平方インチ当たり
14.7 ポンド)で次の性状を有するガス 

(ア) 容積で 13 パーセント以下の空気との混合で発火しうるもの 

(イ) より小さい引火範囲に関わらず、少なくとも 12 パーセントポイントの空気との引火範囲を有する
もの。引火性は、ISOが採用している方法(ISO基準10156:1990参照)に従った試験又は計算により
決定されなければならない。これらの方法を用いるために利用できる十分なデータが無い場合には、適切な国家当
局に認められた同等の方法による試験を用いなければならない。 

(ウ) 【例】 小型燃料ガスボンベ、喫煙用ガスライター、引火性エアゾール製品、アセチレン、ブタン、水素 

イ 非引火性、非毒性ガス 

(ア) 摂氏 20 度において 280 キロパスカルを下回らない圧力で、又は深冷液化の状態で運送される
ガスであって、次に掲げるもの  

Ａ 窒息性のガス大気中において、通常、酸素を薄め又は酸素にとって代わるもの 

Ｂ 酸化性のガス一般的に酸素の供給により、空気が行うより他の物質の燃焼を引き起こし又は
助長するもの 

Ｃ 他の区分に属さないもの 

(イ) 【例】 ネオン、空気、圧縮酸素、圧縮ガスを含む消火器、炭酸ガス、窒素ガス、ヘリウム 

ウ 毒性ガス 

(ア) 人体に対する有毒性又は腐食性があるため、健康に危険を及ぼすものとして知られているもの  

(イ) 吸入毒性度の基準に従って試験するとき、LC50 の値が 1立方メートル当たり 5000 ミリリットル
(5000ppm)以下であるため、人体に対する有毒性又は腐食性があると推定されるもの  

(ウ) 【例】 フッ化スルフリル、有毒ガスサンプル、一酸化炭素、酸化エチレン、液体アンモニア 

ⅢⅢ  国国際際郵郵便便ととししてておお引引受受けけででききなないい危危険険物物  
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３ 引火性液体 

（１） 密閉容器テストの場合は摂氏 60 度(華氏 140 度)以下、開放容器テストの場合は摂氏 65.6 度(華氏
150度)以下で引火性蒸気を発生させる液体、液体混合物、又は溶液若しくは懸濁液の形で固体を含む
液体(例えば、塗料、ワニス、ラッカー等が含まれる。ただし、その危険の性質により別に分類される物
質は含まない。)。上記の温度は、一般に引火点と呼ばれる。 

（２） （１）に掲げる液体のうち、引火点が摂氏 35 度(華氏 95 度)を超えるものは、以下に該当する場合に
は、引火性液体とみなす必要はない。 

ア ３の物質の可燃性を試験する方法を用いても、燃焼しない場合 

イ ISO2592 に基づく燃焼点が摂氏 100 度(華氏 212 度)を超える場合 

ウ 水の含有量が重量で 90 パーセントを超える混和性溶液の場合 

（３） それぞれの引火点又は引火点を超える温度で運送される液体は、すべて引火性液体とみなす。  

（４） 液体の状態で、高い温度で運送され、最高の運送温度(その物質が運送中にさらされると思われる最高温度)又はこ
れを下回る温度で引火性蒸気を発生させる物質は、また、引火性液体とみなす。 

（５） 【例】 ベンゼン、ガソリン、アルコール、引火性溶剤及び合成洗浄剤、引火性塗料、引火性ワニス、剥離剤、シンナー

 

４ 可燃性固体、自然発火しやすい物質、水と接触して引火性ガスを発生させる物質 

（１） 可燃性固体、自己反応性物質及び同類の物質、安定化爆発物  

ア 可燃性固体は、容易に燃焼しうる固体及び運送中の条件において容易に燃焼しうる又は摩擦によ
り火を生じる可能性のある固体である。容易に燃焼しうる固体は、粉末の、粒状の又は練り粉状の物
質であり、燃えているマッチのような着火源との短い接触により、容易に発火しうる場合及び炎が急
速に広がる場合には、危険性があるものである。危険性は、火災のみによるものではなく、有毒性の
燃焼の産物によっても引き起こされる場合もある。金属粉末については、二酸化炭素又は水のような通常の消火剤
が危険を増しうるので、消火が難しいため、特に危険である。 

イ 自己反応性物質及び同類の物質温度が不安定な、酸素(空気)がなくても強い放熱を伴う分解反応を起こしやすい物
質。以下の物質は、4(1)の自己反応性物質とはみなさない。 

(ア) １の基準に従う爆発性の物 

(イ) 酸化性固体の指定手順に従う酸化性物質 

(ウ) 5(2)の基準に従う有機過酸化物 

(エ) 分解熱が 1 グラム当たり 300 ジュールを下回る物質 

(オ) 自己加速分解温度が、50 キログラムの包みについて、摂氏 75 度を超える物質 

ウ 自己反応性物質の性質を示すあらゆる物質は、その物質が、自然発熱物質の分類基準に従い、4(2)に該当する試
験結果が出た場合においても、上記に分類しなければならない。  

エ 同類の物質は、自己加速分解温度が摂氏 75 度を超えるという点で、自己反応性物質とは区別される。同類の物質
は、自己反応性物質と同様に、強い発熱を伴う分解を起こしやすい。また、一定の包装状態においては、1 の物質の
基準を満たしやすい。  

オ 安定化爆発物爆発しやすい性質を抑制するため、水若しくはアルコールで湿らされ、又は他の物質で薄められた物
質 

カ 【例】 安全マッチ、硝酸セルロースフィルムその他の硝酸セルロース製品、金属マグネシウム及びマグネシム合金、
セルロイド、ボルネオール、リン、硫黄  

（２） 自然発火しやすい物質 

ア 運送中における通常の条件下で自然発火しやすく又は空気との接触により発熱しやすく、その上発
火しやすい物質 

イ 【例】 乾燥チタン粉末、乾燥ジルコニウム、無水硫化ナトリウム、活性炭、金属触媒 

（３） 水と接触して引火性ガスを発生させる物質  

ア 水と接触して引火性ガスを発生させる物質(濡らすと危険な物質)。水との相互作用によって自然発
火しやすくなり、又は危険な量の引火性ガスを発生する物質 

イ これらの物質は、「水と反応する物質」という。 

ウ 【例】 亜鉛灰、水酸化ナトリウム、ナトリウム、ルビジウム、カリウム、安定化マネブ、リチウム、カル
シウム、カーバイト、マグネシウム、バリウム 
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５ 酸化性物質及び有機過酸化物 

（１） 酸化性物質 

ア それ自体は必ずしも可燃性ではないが、酸素を与えることにより通常の物の燃焼を引き起こし又は
他の物の燃焼を助長しうる物質  

イ 【例】 臭素酸塩、塩素酸塩、硝酸塩、過塩素酸塩、過マンガン酸塩、一部の過酸化物 

（２） 有機過酸化物 

ア 二価構造-O-O-を持ち、水素原子の一つ又は両方が有機基により置換された過酸化水素の誘導
体とみなしうる物質 

イ 有機過酸化物は、発熱を伴う自己加速的な分解を起こしうる、温度が不安定な物質である。さら
に、次の一又は二以上を持ちうる。 

(ア) 爆発性分解を起こしやすいこと 

(イ) 急速に燃えること 

(ウ) 衝撃又は摩擦に敏感であること 

(エ) 他の物質と危険な反応をすること 

(オ) 目に害を及ぼすこと 

ウ 【例】 過酸化ベンゾイル、メチルエチルケトンパーオキサイト 

 

６ 毒物及び伝染性の物質 

（１） 毒物 

ア 飲用され、吸入され又は皮膚により接触した場合に、死亡若しくは傷害を引き起こし、又は人の健康
に害を及ぼしやすい物質 

イ 【例】 砒素、アンチノック性混合動力燃料、固形殺菌剤、水銀化合物、殺鼠剤、消毒剤  

（２） 伝染性の物質 

ア 病原体を含有していることが知られており、又は病原体を含有していると合理的に予想される物質。
病原体とは、人間又は動物の感染症を引き起こすことが知られており、又は感染症を引き起こすこと
が合理的に予想される微生物(バクテリア、ウイルス、リケッチア、寄生虫、菌類を含む。)、又は遺伝
子組替微生物(雑種又は突然変異種)である。伝染性の物質が、人間又は動物に病気を引き起こすこ
とがない場合には、本項に関する規定は、適用されない。ただし、伝染性の物質が、それに触れた場
合に病気を蔓延させる可能性があるときは、本項に関する規定が適用される。 

イ [例外] 伝染性の物質は、関係する国の郵政当局の規定及び IATA 危険物規則の関連部分に従い、発送物に
「IATA 発送人危険物申告書」が付されていることを条件として、航空郵便で発送することができる。固体二酸化炭素
(ドライアイス)についても、伝染性の物質の冷却剤として使用される場合には、発送方法が IATA 危険物規則の関連
部分を満たしていることを条件に、航空郵便で引き受けることができる。  

ウ 【例】 HIV、肝炎、サルモネラ菌、ラッサ熱ウイルス、風疹ウイルス、炭疽菌 

 

７ 放射性物質 

（１） 放射能が 1 キログラム当たり 70 キロベクレル(1 グラム当たり 0.002 マイクロキュリー)
を超える物品又は物質  

（２） [例外] 放射性物質は、関係する国の郵政当局の規定及び IATA 危険物規則の関連
部分に従い、その放射能が IATA 危険物規則の適用除外包装の放射能限度の表 10.5.A

において許容されている放射性の十分の一を超えないことを条件として、航空郵便で発送することがで 
きる。放射性物質のための文書規定は、このような発送に適用しない。 

（３） 【例】 プルトニウム、ラジウム、ウラン、セシウム 
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８ 腐食性物質 

（１） 漏出した場合に、生命体の組織と接触すると化学反応によって深刻な損傷をもたらし、又は他の貨
物若しくは運送手段に相当の損害を与えうる物質  

（２） 【例】 腐食性洗浄液、腐食性の錆除去剤又は錆防止剤、腐食性の塗料又はワニス除去剤、硝酸、
バッテリー液、硫酸、水銀、塩酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム 

 

９ その他の危険物 

（１） 航空運送中に、他の分類に該当しない危険を与える物質及び物品。この分類には、その他の規制物質、磁化された
物質並びにその他の物品及び物質が含まれる。  

（２） その他の規制物質乗客及び乗務員に著しいいら立ちや不快感を引き起こす、麻酔効果、身体への有害性又はその
他の同様の性質の液体又は固体  

（３） 磁化された物質航空運送用に包装された場合に、まとめられた包装の表面の任意の点から 2.1
メートル(7 フィート)の距離において1平方メートル当たり 0.159 アンペア(0.002ガウス)以上の磁場の
強さを有する物質(磁場の強さの測定方法を含む、IATA による包装指示 902 も参照)。  

（４） 高温物質摂氏 100 度(華氏 212 度)以上でかつ引火点を下回る温度において液体の状態、又は
摂氏 240 度(華氏 464 度)以上の温度で固体の状態で運送され又は運送に供される物質。これらの
物質は、特別な政府の免除がある場合に限り、運送することができる。  

（５）この分類に含まれる例 

ア アスベスト 

イ 固体二酸化炭素(ドライアイス) 

ウ 環境有害物質 

エ 救命器具 

オ 内燃機関 

カ 重合ビード 

キ 電池により動力が供給される装置又は車両 

ク 亜ジチオン酸塩亜鉛 

ケ 伝染性の物質とみなされない、遺伝子が組み替えられた生物又は微生物 

（６） 【例】 ヒドロ亜硫酸塩亜鉛、ホワイトアスベスト、エアバッグ・モジュール、イニシエーター、シートベルト・プリテンショ
ナー、PCB、磁石、リチウムバッテリー（機器に取り付けられたリチウム電池であって、国際郵便約款別記14の 2の差出
条件（船便扱いとすること等）を満たすものを除く。）、救命装置、ドライアイス 
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事 業 者 名 

アイリスオーヤマ（株） ナカシン 

アイリス・ファインプロダクツ（株） （株）なかじま 

（株）アザレインターナショナル 西尾化工（株） 

イオン（株） 西日本共和 

井脇製缶（株） ニッセン商事（株） 

宇都宮製作（株） 日本生活協同組合連合会 

エステー（株）  日本パイオニクス（株） 

（株） OGC 九州本部 （株）白元 

オカモト（株） 久光製薬（株） 

オクダ化学工業（株） （株）フジトー 

オリエックス（株） 扶桑化学（株） 

紀伊国屋工業（株） フマキラー（株） 

桐灰化学（株） ホーマック（株） 

楠灰製造（株） 宝商（株） 

コーナン商事（株） マイコール（株） 

（株）児玉兄弟商会 （株）ユー・エス・ジェイ 

コダマ商事（株） ユーコープ事業連合 

小林製薬（株） ユニー（株） 

（株）サンケイ商事 （株）霊芝総合研究所 

三宝化学（株） ロケット石鹸（株） 

生活協同組合コープこうべ ロッテ健康産業（株） 

生研薬品（株） Belgeuse Comercal S.AGRABBER-MYCOAL 

タカビシ化学（株） LIL-LETS SOLUTIONS 

（株）タカマツヤ MYCOAL WARME PACKS 

（株）立石春洋堂  

タテックス  

ダイエー  

大日本除虫菊（株）  
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